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区分 制度利用賦課金 代理申請事務費 

財団助成金活用要件 
20,000 円 5,000 円 

＊支給額からの控除納付につき直接の納付は不要です。 

 

区分 要覧 

適用制度 実務指導型訓練助成金 

財団助成金活用資格事業者 REMSA 賛助会員資格事業者（RED パッケージ） 

財団助成金料率・上限額 初期開業指導費の 20％ 

【重要】活用手続概要 

１．開業指導終了後、下記書類を REMSA 事務局まで郵送下さい。 

①指導完了証明書 

②振込口座申告書 

③REMSA 会員資格等証明書 

2.申請期限は、完了証明書発行日より２か月内です。期限経過後は

受給できませんので、ご注意ください。 

3.支給申請に関する詳細は、担当ＳＶが指導します。  

支給申請について 
財団への支給申請は、不正受給防止のため監理団体が代行します。 

活用事業者が個別に申請する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

        

      ＠＠CCooccooppllaaccee 初初期期開開業業指指導導をを支支援援ししまますす。。  

    「「実実務務指指導導型型訓訓練練助助成成金金」」制制度度ののごご案案内内  

  

REMSA では、＠ココプレイス店舗初期開業指導プログラムに関して、JMAF財団が制度化する 

「実務指導型訓練」に適合するよう企画・開催しており、 

指導完了時に、初期開業指導費の 20％の助成金が支給されます。 

個別事業者の申請手続は不要で、面倒な手続きは REMSA が代行します。 

HRSV による新設店舗開業指導完了時に、ご利用下さい。 
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